様式例３－１
新　旧　条　文　対　照　表
例：診療所を移転する場合（主たる事務所も同時に移転）

	新
	旧

	（事務所）

第２条 本社団は、事務所を大阪府浪速市大阪町一丁目１番１号に置く。

（業務）
第４条 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
医療法人なにわ会　なにわ診療所
大阪府浪速市大阪町一丁目１番１号


	（事務所）

第２条 本社団は、事務所を大阪府浪速市大阪町二丁目２番２号に置く。
（業務）
第４条 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は、次のとおりとする。

医療法人なにわ会　なにわ診療所
大阪府浪速市大阪町二丁目２番２号


例：分院を新たに開設する場合

	新
	旧

	（業務）
第４条 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は次のとおりとする。

（１）医療法人なにわ会　なにわ診療所
大阪府浪速市大阪町一丁目１番１号
（２）医療法人なにわ会　なにわ第二診療所

大阪府浪速市なにわ町二丁目２番２号

	（業務）
第４条 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は次のとおりとする。

医療法人なにわ会　なにわ診療所
大阪府浪速市大阪町一丁目１番１号




新　旧　条　文　対　照　表
	新
	旧

	
	


【記載ポイント】


現在、病院のみを運営している法人が、新たに診療所・介護老人保健施設・介護医療院を開設する場合、次のとおり条文の修正が必要な場合があります。※条項は法人毎に異なります。


（例）病院のみを運営する法人が、新たに診療所を開設する場合。


第3条（目的）


「本社団の開設する病院」→「本社団の開設する病院及び診療所」


※第4条（業務）、第4条の２（附帯業務）も併せて変更が必要です。


第26条（役員の選任）　「～病院の管理者は、～」⇒「～病院及び診療所の管理者は、～」


第27条（役員の職務及び権限）


「監事は、～職員（本社団の開設する病院の管理者その他職員を含む。）～」→


「～（本社団の開設する病院又は診療所の管理者その他職員を含む。）～」


変更する条文の中で変更箇所がない項・号は、「（略）」としてください。


※旧欄には現行定款の条項を正確に転記すること（句読点の誤りや、漢数字・算用数字の区別に注意）


※変更箇所には必ず下線を引くこと（新旧ともに）


※新規開設の場合、事前に管轄保健所へ診療所の名称を相談すること








